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「ニセコ町営住宅」入居者の公募について＜ 世 帯 用 ＞ 

 

ニセコ町営住宅の公募を行います。公募する団地については、以下のとおりです。 

町営住宅は、民間の賃貸住宅と異なり、毎年の収入の申告や同居者が転居する場合の手

続きなど、入居期間中にさまざまな義務や制約が発生します。 

町営住宅の制度や趣旨についてご理解のうえ、お申し込みされるようお願いします。 
 
 

１　公募団地　＜全４戸＞　　※　家賃については、世帯の所得等に応じて決定します。 

 

 

２　申込期間　令和７年７月１日（火） ～ 令和７年７月１５日（火)　※必着　 

　　場　　所：ニセコ町役場　都市建設課　住宅管理係（庁舎１階） 

受付時間：９時００分から１７時００分（土曜日・日曜日・祝祭日を除く） 

 

３　入居資格 

　　公営住宅（世帯用）の入居資格は、次の各項を全て満たしていることが要件です。 

 

　(１) 現在同居し、又はこれから同居しようとする親族がいること（婚約者含む）。 

　　　　単身で入居を希望される方は「10 その他（７）」をご覧ください。 

 

（２）ニセコ町に住所がある方、もしくは入居後ニセコ町の住民になる方。 

※町営住宅に住む方は、必ずニセコ町に住民票を置いていただきます。 

 

 令和 7年度公募 №3-1 令和 7年(2025 年)７月 1日 

 

１
有島団地 

４号棟 １０３号室

住　所：　ニセコ町字有島１番地１ 

１ＬＤＫ　（住戸面積　３４．３５㎡） 

昭和４４年建設　簡易耐火平屋 

家賃目安：５，０００円～１６，１００円 

駐車スペース：無

 

２
新有島団地 

２号棟 ２０２号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６２年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 

家賃目安：１１，１００円～３６，４００円 

駐車スペース：有

 

３
富士見団地 

１号棟 ２０４号室

住　所：　ニセコ町字富士見３１番地１２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和５８年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 

家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：有

 

４
本通Ａ団地 

３号棟 １０３号室

住　所：　ニセコ町字本通１６５番地２ 

２ＬＤＫ　（住戸面積　６２．４９㎡） 

平成１４年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 

家賃目安：１１，５００円～３７，５００円 

駐車スペース：有
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（３）市町村民税や市町村の使用料などを滞納していない方 

 

 

(４) 算定する１ヶ月当たりの世帯の所得が１５万８千円以下であること。 

　　 ※世帯に中学生以下の子供・高齢者（60 歳以上）・障がい者等がいる場合は、収入月額が 

２１万４千円以下に緩和されることがあります。詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

 

（５）現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

 

（６）室内外に問わず、ペットを飼っていないこと（飼わないこと）。 

 

（７）公営住宅で円満な団地生活ができること。また、申込者及び入居しようとする家族

が暴力団員でないこと。 

 

（８）前住民が設置した設備がある場合、その管理について責任を持てる方。 

 

※その他ご不明な点等については、お問い合わせください。 

部屋は現状引き渡しになりますので、見学を希望される方は、前日までに担当者にお

申し出ください。 

なお、予約状況によってはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 

 

 収入月額の計算方法例（あくまで一例です。詳細はお問い合わせください） 
 

家族人数（例） 2人家族
3 人家族 

(父・母・子)

4 人家族 
（父・母・子２人）

 
世帯年間収入 3,512,000 円未満 3,996,000 円未満 4,472,000 円未満

 
世帯年間所得(A) 2,275,600 円 2,753,600 円 3,134,400 円

 公営住宅法で認める 
控除額(B)

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除 380,000 円

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除 760,000 円

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除 1,140,000 円

 世帯所得月額 
((A)－(B)÷12)

149,633 円 157,800 円 157,866 円
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４　申込に必要な書類 

 

 
①　ニセコ町営住宅入居申込書・同意書（都市建設課で用意しています。） 

※入居を希望する団地を必ず記載してください。 

 

②　入居する全員の住民票（続柄、本籍地などを省略していないもの） 

※最新のもので、記載省略の項目が無いようにしてください。 

※別居扶養者がいる場合は、その人の住民票も用意してください。 

 

③　入居する全員の所得を証明する書類 

※「９入居する全員の所得を証明する書類の詳細について」をご確認いただき、必要な

書類を提出してください。 

 

④　滞納の無いことの証明書（入居後に世帯主になる方のみ必要） 

※お住いの市町村で発行できる滞納の無いことの証明書（納税証明書）を添付してくだ

さい（滞納がある場合はお申込みできませんので、完納した上で申請してください）。 

※非課税の方は、「非課税証明書」を用意してください。 

 

⑤　入居者のうち、ひとり親（寡婦）の方、障害を持っている方がいる場合は、その事実

がわかる書類（入居資格の所得算定に使用します） 

※ひとり親（寡婦）…児童扶養手当証書、ひとり親医療費受給者証、寡婦控除が記載された源泉徴

収票等 

※障がい者…精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳など 

 

⑥　結婚予定の方　 

入居後、３ヶ月以内に入籍し、かつ同居する方に限らせていただきます。 

入居資格審査の際に、婚約証明書に証明者の住民票を添付して提出してください 

(婚約証明書の用紙が役場にありますのでお申し付けください。)。 

入籍後には、入籍を確認できる戸籍謄本または住民票のいずれかを提出していただ 

きます。 

３ヶ月以内に入籍しない場合は、すぐに住宅を明け渡してもらい、入居日からの家賃を

近傍同種の家賃で支払っていただきますので、ご注意ください。 

※近傍同種の家賃とは、民間家賃に準じて算出された家賃で、その住宅の最も高い家賃で

す。 

 

⑦　離婚予定の方 

ア協議離婚の方　…　離婚予定年月日と双方の署名の入った任意様式 

イ離婚調停中の方…　裁判所や弁護士等の発行する証明書 

※入居の際、離婚が成立していることが要件になります。入居の際に離婚後の戸籍謄本を提

出していただきます。書類の提出がない場合は、入居決定は無効になります。 

 

⑧入居者または同居しようとする方に持ち家がある方 

入居者または同居しようとする方に持ち家がある場合は、「10 その他（３）」をご覧くだ

さい。 

 

※注意 

・申込書などに不備がある場合は、受け付けできません。 

・記入漏れ、誤記、添付書類などに不足がある場合は受け付けできません。
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５　申込書の配布・申込先　　 

ニセコ町役場 都市建設課 住宅管理係 

原則として、入居を申し込みされる方が受取り、提出してください。 

 

遠方にお住まいの方や、持参することが困難な事情がある場合は、郵送により受け付

けしますが、受付期間内必着となります。 

なお、次のことにご注意ください。 

・申込書などに不備がある場合は、受け付けできません。 

・記入漏れ、誤記、添付書類などに不足がある場合は受け付けできません。 

 

 

６　入居申込者の審査 

　　　７月２３日（水）に入居者選考委員会を開催し、申込内容を審査し、入居者を決定

します。当選した方には、委員会終了後にお電話でご連絡します。落選された方には

郵送で通知をします（住民票、所得証明書及び滞納の無いことの証明書を返却します）。 

なお、選考委員会開催日は変更になる場合がございます。 

 

７　選考委員会で入居決定した場合 

入居が決定した方は、入居の契約及び敷金の納付、上下水道の使用開始手続きを行

います。詳細は決定した方に通知いたします。 

●入居を開始する日 

・入居の開始は、特別な事情がない限り、契約手続き及び敷金の納付後１０日以内

にしていただきます。また、住民票をニセコ町に移していただきます。 

●入居契約に必要なもの 

①　入居者本人（世帯主）の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

②　連帯保証人の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

③　連帯保証人の所得を証明する書類（源泉徴収票のコピー、所得証明書　等） 

④　収入印紙（２００円分） 

●連帯保証人の要件  

・連帯保証人の要件は、入居者と同等以上の収入を有する方となります。 

●敷金 

・敷金は、本来家賃の２か月分です。入居前にお支払いただきます。 

●契約等手続き及び敷金の納付期限 

・入居決定後、契約等の手続き及び敷金の納付は、決定した日から１０日以内に行な

っていただきます。 

●町内会への加入など 

・入居開始後は、各団地の町内会に加入していただきます。 

・町内会長さんに、町内会の内容について、説明を受けてください。 

・冬期間の除雪は、入居者が行います。 

・各団地のごみの収集日と、ごみの分別方法について、ニセコ町役場町民生活課でお

尋ねください。 

 

８　選考委員会で落選した場合 

　　　落選された方には郵送で通知し、住民票、所得証明書及び滞納の無いことの証明書

を返却します。落選後も入居を希望する場合は、新たに申し込みが必要となります。
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９　入居する全員の所得を証明する書類の詳細について 

 

１０　その他 

（１）入居申込書や提出書類などに誤りや、不正の事実があることが判明した場合は決定

を無効にすることがあります。また、入居後に不正の事実があることが判明した場合

は、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそ

れまでに納付された家賃の額との差額を、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しを行

う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以

下で規則で定める額の金銭を支払っていただくこととなりますで、ご注意ください。 

※近傍同種の家賃とは、民間家賃に準じて算出された家賃で、その住宅の最も高い家

賃です。 

 

（２）入居申込書に記載されていない方は、入居できません。入居するときになって、同

居者を変更することはできません。同居者の変更などがあった場合は、入居決定を取

り消します。ただし、申込み後に出生した子は除きます。 

 

（３）入居者または同居しようとする方に持ち家がある場合は、原則申込みできません。 

持ち家を処分された方は、その事実を確認できる書面(建物登記簿謄本、売買契約書、

解体工事の請負契約書など)を提出していただきます。詳しくはお問い合わせください。 

 

（４）共同生活を送るための協力ができない方は、申込みをご遠慮願います。 

 

（５）入居が決定した際は、連帯保証人が必要となります。添付書類として、連帯保証人

の所得がわかる書類、印鑑登録証明書が必要となります。 

 

（６）町営住宅には暖房器具や照明器具などの設備は設置されていません（一部団地を除

く）。それらの設備は入居者自身に用意していただきますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

（７）単身入居については、６０歳以上の高齢者の方や障害者手帳をお持ちの方など入居

できる条件があります。ただし、２ＬＤＫまでの住宅となります（３ＬＤＫの申込は

できません。）詳しくはお問い合わせください。

 
区分 収入の状況 証明期間 提出書類

 

給与 
所得者

現在の勤務先に令和 6 年 1 月 1 日 
以前から勤務している方

令和 6 年 1 月 1 日 
～12 月 31 日

勤務先が発行した令和 6 年分源泉徴収票、

または令和 7年度課税(所得)証明書

 
現在の勤務先に令和 6 年 1 月 2 日 
以降に就職した方

直近 12 か月、または 申

込みの直近月まで

勤務先の証明した給与支給証明書(直近 
12 か月または直近月まで)

 
年金 
所得者

年金・恩給などで生活している方 直近のもの

令和 7年 6月に届いた年金振込通知書、 
令和 7年度課税(所得)証明書、 
令和 6年分源泉徴収票のいずれか１つ

 

事業 
所得者

現在の事業を令和 6 年 1 月 1 日以 

前から営んでいる方

令和 6 年１月１日 
～12 月 31 日

令和 7年度課税(所得)証明書、または 
令和 6年分所得税確定申告書(控)写し

 現在の事業を令和 6 年 1 月 2 日以 

降から営んでいる

起業から 12 か月、また 
は申込の直近月まで

収入や必要経費の状況がわかる資料

 
無職

令和 6 年 1 月 1 日以前から無職 令和 7 年度課税(所得)証明書

 令和 6 年 1 月 2 日以降に無職 雇用保険受給資格者証、または離職票、退職証明書など

 
生活保護受給者 生活保護受給証明書



有島団地４号棟１０３号室　平面図（略図） （単位：ｃｍ）

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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新有島団地　２号棟　2０2号室　　平面図（略図）　【単位・ｃｍ】 ※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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富士見団地　２号棟　２０２号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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本通Ａ団地　３号棟　１０３号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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